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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成25年5月16日(2013.5.16)

【公開番号】特開2011-237187(P2011-237187A)
【公開日】平成23年11月24日(2011.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2011-047
【出願番号】特願2010-106300(P2010-106300)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｃ  21/26     (2006.01)
   Ｂ６０Ｌ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０９Ｂ  29/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｃ  21/00    　　　Ｃ
   Ｂ６０Ｌ   3/00    　　　Ｓ
   Ｇ０９Ｂ  29/00    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月26日(2013.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　施設ごとの充電設備に関する充電施設情報を記憶する記憶手段と、
　前記充電施設情報に含まれる情報のうち、少なくとも利用料金を特定する料金情報と、
充電能力を特定する能力情報と、を用いて、前記施設のおすすめ度を算出するおすすめ度
算出手段と、
　前記おすすめ度算出手段により算出したおすすめ度を、前記施設に対応付けて表示する
表示手段と、
　を備えることを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　請求項１に記載されたナビゲーション装置であって、
　さらに、充電池の充電残量を特定する残量特定手段を備え、
　前記おすすめ度算出手段は、さらに前記充電残量を用いて、おすすめ度を算出する、
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のナビゲーション装置であって、
　前記残量特定手段は、前記施設ごとに、前記施設への到着時における到着時充電残量を
求めるものであり、
　前記おすすめ度算出手段は、前記到着時充電残量を用いて、前記各施設のおすすめ度を
算出する、
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載されたナビゲーション装置であって、
　前記表示手段は、前記充電残量を表示する、
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項５】
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　請求項１～４のいずれか一項に記載されたナビゲーション装置であって、
　前記表示手段は、前記施設および当該施設のおすすめ度と、当該施設の位置と、を表示
する、
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載されたナビゲーション装置であって、
　前記表示手段は、地図上に、前記施設および当該施設のおすすめ度と、当該施設の位置
と、を表示する、
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載されたナビゲーション装置であって、さらに、
　前記おすすめ度算出手段により算出されたおすすめ度を修正する修正手段を備え、
　前記記憶手段は、前記おすすめ度を算出する際に利用料金および充電能力のいずれを優
先させるかを特定可能な優先情報を記憶しており、
　前記修正手段は、前記優先情報が利用料金を優先させるものである場合には、利用料金
が所定の基準を満たさない施設のおすすめ度を所定量減らして修正し、前記優先情報が充
電能力を優先させるものである場合には、充電能力が所定の基準を満たさない施設のおす
すめ度を所定量減らして修正し、
　前記表示手段は、前記修正手段により修正したおすすめ度を、前記施設に対応付けて表
示する、
　ことを特徴するナビゲーション装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のナビゲーション装置であって、
　前記記憶手段は、所定の地域ごとに基準となる利用料金の情報を備えており、
　前記おすすめ度算出手段は、前記基準となる利用料金に比べることで前記利用料金の高
低を判定して、前記おすすめ度を算出する、
　ことを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項９】
　ナビゲーション装置のナビゲーション方法であって、
　前記ナビゲーション装置は、
　施設ごとの充電設備に関する充電施設情報を記憶する記憶手段を備え、
　前記充電施設情報に含まれる情報のうち、少なくとも利用料金を特定する料金情報と、
充電能力を特定する能力情報と、を用いて、前記施設のおすすめ度を算出するおすすめ度
算出ステップと、
　前記おすすめ度算出ステップにより算出したおすすめ度を、前記施設に対応付けて表示
する表示ステップと、
　を実施することを特徴とするナビゲーション方法。
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